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令和５年９月５日（火曜日） 

 

○出席議員（11名） 

    議 長  七  田  満  男 君     ７ 番  恩  道  正  博 君 

    １ 番  中  村     聡 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    ２ 番  土  屋  克  之 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ３ 番  西  尾  雄  次 君     11 番  中  川     達 君 

    ４ 番  磯  貝  幸  博 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  生  田  勇  人 君 

 

○欠席議員（２名） 

    ５ 番  川  口  正  己 君     ９ 番  夷  藤     満 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 桐 山 一 人 君 

総 務 部 長  松 井 賢 志 君 

総 務 部 担 当 部 長 
（税 務 担 当） 
兼 税 務 課 長 

北 野   享 君 

町 民 福 祉 部 長 
兼 保 険 年 金 課 長 

助 田 有 二 君 

町民福祉部担当部長 
（住民・子育て支援担当） 

中 川 裕 一 君 

都 市 整 備 部 長 
兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域産業振興担当） 

宮 本 義 治 君 

都市整備部担当部長 
（上下水道担当） 

神 農 孝 夫 君 

教育委員会教育部長 上 出 勝 浩 君 

消 防 本 部 消 防 長 重 島 康 人 君 

総 務 部 総 務 課 長 山 田 卓 矢 君 

総務部総務課担当課長 
（人事秘書担当） 

安 下 美智子 君 

総 務 部 財 政 課 長 北   正 樹 君 

町民福祉部住民課長 
兼 環 境 管 理 室 長 

川 本 静 絵 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

吉 田 真理子 君 

町民福祉部保険年金課担当課長 
兼保険年金課保健センター所長 

前 田 理 子 君 

町民福祉部福祉課担当課長 
兼福祉課地域包括支援センター所長 

上 前 久美子 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

秋 田 博 之 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

奥 田 隆 幸 君 

都 市 整 備 部 
地域産業振興課長 

宮 崎 重 幸 君 

都市整備部地域産業振興課 
担当課長兼観光振興室長 

長谷川 万里子 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長補佐 

渡 辺   崇 君 

都 市 整 備 部 
上 下 水 道 課 長 

四月朔日 松英 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

福 島 誠 一 君 
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教育委員会教育部 
学 校 教 育 課 長 

法 利 康 博 君 

教育委員会教育部文化スポーツ課長 
兼図書館長兼男女共同参画室長 

中 村 友 和 君 

消防本部消防署長 
兼 消 防 課 長 

中 本   潤 君 

  

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長  堀 川 竜 一 君 

事務局参事兼次長 川 端 誠 矢 君 

事 務 局 書 記 中 村 円 香 君 

 

○議事日程（第１号） 

  令和５年９月５日  午後１時開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案上程 

  議案第45号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  議案第46号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  提案理由の説明 

 日程第５ 

  議案一括上程 

  議案第47号 令和５年度内灘町一般会計補正予算（第３号） 

  議案第48号 令和５年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

  議案第49号 令和５年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  議案第50号 令和５年度内灘町水道事業会計補正予算（第２号） 

  議案第51号 令和４年度内灘町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

  議案第52号 内灘町サイクリングターミナル条例の一部を改正する条例について 

  議案第53号 内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び内灘町 

        特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

        の一部を改正する条例について 

  議案第54号 内灘町火災予防条例の一部を改正する条例について 

  認定第１号 令和４年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定について 

  認定第２号 令和４年度内灘町新エネルギー事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第３号 令和４年度内灘町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第４号 令和４年度内灘町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  認定第５号 令和４年度内灘町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 
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  認定第６号 令和４年度内灘町水道事業会計決算認定について 

  認定第７号 令和４年度内灘町下水道事業会計決算認定について 

  報告第５号 令和４年度決算に基づく内灘町健全化判断比率等について 

  報告第６号 社会福祉法人内灘町福祉会の経営状況について 

  報告第７号 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会の経営状況について 

  提案理由の説明 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○再開・開議 

           午後１時00分再開 

○議長【七田満男君】 傍聴席の皆様には、

本会議の傍聴にお越しをいただき誠にありが

とうございます。 

 本会議場におきましては、携帯電話を鳴ら

すことのないよう、ご協力願います。また、

撮影や録音はご遠慮くださいますよう、お願

い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は10名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより令和５年内灘町議会定例会を再開し、

直ちに９月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【七田満男君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規

定により、議長において、６番生田勇人議員、

７番恩道正博議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【七田満男君】 日程第２、審議期間

の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今９月会議の審議期間

は、本日から９月20日の16日間にいたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、今９月会議の審議期間は、本日

から９月20日までの16日間に決定いたしまし

た。 

 なお、会議予定につきましては、お手元に

配付いたしました案のとおりでありますので、

ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【七田満男君】 日程第３、諸般の報

告を行います。 

 まず、今９月会議に説明のため説明員とし

て出席するよう地方自治法第121条の規定に

より要求いたしたところ、説明のため出席を

している者の職、氏名は、別紙説明員一覧表

としてお手元に配付しておきましたので、ご

了承願います。 

 次に、夷藤満議員、川口正己議員より、本

日の会議を欠席する旨の届出がありました。

写しを手元に配付しておきましたので、ご了

承願います。 

 次に、監査委員から令和５年５月分、６月

分、７月分の例月出納検査結果の報告があり

ました。写しをお手元に配付しておきました

ので、ご了承願います。 

 次に、町長から地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１

項の規定により、報告第５号として、令和４

年度決算に基づく内灘町健全化判断比率等に

ついての提出がありました。また、地方自治

法第243条の３第２項の規定により、報告第

６号及び第７号として、社会福祉法人内灘町

福祉会及び社会福祉法人内灘町社会福祉協議

会に係る経営状況について提出がありました。

議案の後段に掲載してありますので、ご了承

願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○議案上程 

○議長【七田満男君】 日程第４、議案第45

号監査委員の選任につき同意を求めることに

ついて及び議案第46号教育委員会委員の任命

につき同意を求めることについての２議案を

議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【七田満男君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、令和５

年内灘町議会９月会議が開催されるに当たり、

議員各位にはご参集を賜りまして、誠にあり

がとうございます。 

 初めに、人事案件の議案に対する提案理由

についてご説明申し上げます。 

 議案第45号 監査委員の選任につき同意を

求めることにつきましては、今月18日をもっ

て現委員の北谷俊彦氏の任期が満了いたしま

すので、その後任候補者として岡﨑裕介氏を

選任いたしたく、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 議案第46号 教育委員会委員の任命につき

同意を求めることにつきましては、今月30日

をもって任期満了を迎えます現委員の定免邦

幸氏を引き続き任命いたしたく、議会の同意

を求めるものでございます。 

 以上、議案の提案理由につきましてご説明

申し上げました。適切なるご決議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長【七田満男君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑・委員会付託・討論の省略 

○議長【七田満男君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案は、人事

に関する案件につき、質疑、委員会付託及び

討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第45号、議案第46号は、質

疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決

することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【七田満男君】 これより議案の採決

に入ります。 

 お諮りいたします。議案第45号監査委員の

選任につき同意を求めることについて、これ

に同意することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【七田満男君】 起立全員であります。

よって、議案第45号監査委員の選任につき同

意を求めることについては、これに同意する

ことに決定いたしました。 

 

○議長【七田満男君】 次に、議案第46号教

育委員会委員の任命につき同意を求めること

について、これに同意することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【七田満男君】 起立全員であります。

よって、議案第46号教育委員会委員の任命に

つき同意を求めることについては、これに同

意することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【七田満男君】 日程第５、議案第47

号令和５年度内灘町一般会計補正予算（第３

号）から議案第54号内灘町火災予防条例の一

部を改正する条例について及び認定第１号令

和４年度内灘町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてから認定第７号令和４年度内灘町下水

道事業会計決算認定についてまでの15議案を

一括して議題といたします。 

 なお、今９月会議に提出された議案につき
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ましては、お手元に配付してあります議事日

程第１号に記載のとおりでありますので、ご

了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【七田満男君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 今ほどは２件の議案

に議決を賜り、誠にありがとうございました。 

 それでは、本会議に提出しております議案

の提案理由並びにその概要についてご説明申

し上げます。議員各位並びに町民の皆様のご

理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 初めに、今年の夏は、全国的に記録的な猛

暑に見舞われ、県内においても７月下旬以降、

連日のように熱中症警戒アラートが発表され

るなど、危険な暑さが続く異常気象となって

おります。 

 このような中、本年７月からの度重なる大

雨や台風の影響により、全国各地で土砂災害

や河川の氾濫等が相次ぎ、甚大な被害が発生

いたしました。 

 被災地の一日も早い復旧・復興を願うもの

であります。 

 本町におきましては、７月12日夜遅くに発

生した線状降水帯の影響により、激しい雨が

降り続き、道路の冠水や崖地の崩落などが発

生いたしました。幸いにも人的な被害はあり

ませんでしたが、内水氾濫による住宅の床下

浸水や事務所、倉庫など、大きな被害を受け

ました。 

 改めまして、被災されました町民の皆様に

対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、

一日も早い復旧に全力を尽くしてまいります。 

 また、今回の災害に対し、様々な課題も浮

き彫りになりました。この災害を教訓に、今

後の防災体制に生かせるよう進めてまいりま

す。 

 このような中、今月24日に町の総合防災訓

練を、清湖小学校校下の向陽台及び千鳥台地

区の住民を対象に実施いたします。今回の訓

練は、大規模地震による家屋の倒壊や火災の

発生、電気・ガス・水道施設の破損によるラ

イフラインの寸断など、様々な状況を想定し

た中での集団避難行動訓練や初期消火訓練を

中心に、実践的な訓練内容を計画しておりま

す。 

 大規模な災害が発生した場合、行政は全力

で対応に当たりますが、住民一人一人が自助、

共助の意識を持って、自分自身の身を守るた

めの行動を取り、近隣住民が互いに助け合う

ことが不可欠となります。こうした訓練を通

して、防災意識を再確認するとともに、地域

における災害への対応力を高めていただきた

いと考えております。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の分類が

５類に引下げとなり、全国各地で行事やイベ

ントが再開されるなど、コロナ禍前の日常が

戻ってきております。 

 このような中、本町におきましても４年ぶ

りに町営海水浴場を開設いたしました。猛暑

の影響により、海水浴客は減少いたしました

が、内灘駅から内灘海岸に向かう鉄板道路に

は多くの外国人観光客の歩く姿が見られるな

ど、かつてのにぎわいが戻りつつあります。 

 また、７月22日に開催されました第47回内

灘町民夏まつりにおきましても４年ぶりに出

店が並び、多くの方々にご来場いただきまし

た。まつりのフィナーレを飾った花火の祭典

では、大小様々な花火が夏の夜空を彩り、大

きな歓声が上がるなど、大変な盛り上がりで

ございました。加えて、各地区での夏まつり

も再開されるなど、町民の皆様の喜びにあふ

れた笑顔を拝見し、大変うれしく感じたとこ

ろでございます。 

 先月27日、内灘町文化会館において第26回

内灘砂丘フェスティバルを開催いたしました。

内灘中学校３年生の坂下幸太郎さんが奏でる
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美しいピアノの旋律で幕が開き、第１部では

直木賞作家の唯川恵さんを迎えて、｢故郷と

愛｣をテーマにトークショーが行われました。

第２部ではオーケストラ・アンサンブル金沢

の設立35周年記念コンサートが行われ、オー

プニングを飾った坂下さんと共演するなど、

壮大で華麗な演奏に多くの聴衆が魅了されま

した。 

 また、来月14日から11月26日にかけて、県

内においていしかわ百万石文化祭2023が開催

されます。 

 本町におきましては、全国からデザインを

募集し、車両に特別なラッピングを施した北

陸鉄道浅野川線の電車を運行するほか、粟ヶ

崎遊園を表現したミュージカルの公演などが

行われます。 

 町におきましては、このような行事やイベ

ントなどを通じ、にぎわいの創出に力強く取

り組むとともに、地域コミュニティの活性化

を図るなど、明るく元気なまちづくりを進め

てまいります。 

 次に、令和４年度決算に基づく町の財政状

況についてでございます。 

 財政状況を示す指標のうち、財政構造の弾

力性を表す経常収支比率につきましては

87.8％となり、前年度より4.5ポイント上昇

いたしました。 

 実質公債費比率につきましては、前年度と

同水準となっております。 

 また、将来負担比率につきましては、河北

郡市広域事務組合が建設した新クリーンセン

ターの完成による今後の負担金の増加等によ

り、前年度と比較して11.6ポイント上昇して

はおりますが、財政の健全性は引き続き維持

しております。 

 しかしながら、全国的な災害の多発や、経

済情勢の影響等により、税収や地方交付税な

ど歳入の見通しは不透明であります。 

 一方、歳出におきましては、高齢社会の進

展に伴う社会保障経費の増加や老朽化した公

共施設の維持管理費など、多大な財政負担が

見込まれます。 

 将来にわたり質の高い町民サービスを提供

していくためには、さらなる財政基盤の安定

が不可欠となります。今後も引き続き、自主

財源の確保に努め行政経営の効率化を図るほ

か、有利な財源の活用を行うなど、財政規律

を緩めることなく行政運営に取り組んでまい

ります。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第47号 令和５年度内灘町一般会計補

正予算（第３号）につきましては、歳入歳出

それぞれ１億9,470万円を増額し、歳入歳出

予算の総額を106億2,130万円とするほか、債

務負担行為及び地方債の補正を併せて計上す

るものでございます。 

 歳出の主なものといたしましては、総務費

では、北陸鉄道浅野川線の乗車運賃の値上げ

による経済的負担の軽減を図るため、高校生

の保護者に対し、通学支援給付金を支給する

費用などを計上いたしました。 

 民生費では、医療費の増加に伴う子ども医

療費助成金及び対象者の増加に伴う価格高騰

重点支援給付金を増額補正いたします。また、

コロナ禍により実施を見合わせておりました

町内保育所及び認定こども園におけるフッ化

物洗口事業に係る費用を計上いたしておりま

す。 

 衛生費では、申請件数の増加に伴う新エネ

ルギー・省エネルギーシステム設置費補助金

の増額のほか、救急医療の確保及び地域医療

の充実を図る観点から、周産期医療を行う金

沢医科大学病院に対する公的病院等運営費補

助金などを計上いたしております。 

 農林水産業費では、環境保全型農業に関す

る理解促進と生産拡大を図ることを目的に、

学校給食において、化学肥料などの使用量を

削減して生産される特別栽培米を提供する取

組を支援するための負担金を増額補正します。 
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加えて、電気料金の高騰により不足が見込ま

れる畑地かんがい施設の光熱費の増額を計上

いたしております。 

 また、７月の大雨被害対策として、商工費

では、事業に支障が生じている町内の中小企

業の経営安定を図るため融資に係る利子補給

金を、土木費では、道路施設の復旧を図るた

め工事請負費をそれぞれ計上いたしました。 

 そのほか教育費では、石川県多文化交流事

業費補助金の交付決定に伴う国際交流事業費

などを計上いたしております。 

 歳入の主なものといたしましては、普通交

付税の交付額決定に伴う増額補正のほか、交

付決定に伴う石川県からの各種補助金等を計

上いたしました。 

 議案第48号 令和５年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、被保険者数の減少に伴う国民健康保険税

の減額補正のほか、精算に伴う返還金等の増

額補正でございます。 

 議案第49号 令和５年度内灘町介護保険特

別会計補正予算（第１号）につきましては、

令和４年度決算剰余金による繰越金のほか、

精算に伴う返還金等を計上いたしました。 

 議案第50号 令和５年度内灘町水道事業会

計補正予算（第２号）につきましては、収益

的支出におきまして上下水道料金の改定に係

る審議会委員報酬の増額を計上いたしており

ます。 

 議案第51号 令和４年度内灘町水道事業会

計未処分利益剰余金の処分につきましては、

地方公営企業法の規定に基づき、未処分利益

剰余金について積立て及び繰越しを行うもの

でございます。 

 議案第52号 内灘町サイクリングターミナ

ル条例の一部を改正する条例につきましては、

燃料費、光熱水費などのエネルギー価格や物

価高騰による運営コストの増加に対応するた

め、繁忙期等において柔軟に料金設定をでき

るよう所要の改正を行うものでございます。 

 議案第53号 内灘町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例及び内

灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例につきましては、こども家庭

庁設置法等の施行に伴う関係省令等の改正に

より、所要の改正を行うものでございます。 

 議案第54号 内灘町火災予防条例の一部を

改正する条例につきましては、消防法施行規

則等の改正に伴い、所要の改正を行うもので

ございます。 

次に、認定第１号から認定第７号までの７件

の認定につきましては、令和４年度内灘町一

般会計、特別会計及び事業会計の各決算認定

に関する案件であり、それぞれ監査委員の意

見をつけて議会の認定に付すものでございま

す。 

 報告第５号 令和４年度決算に基づく内灘

町健全化判断比率等につきましては、健全化

判断比率及び資金不足比率を算定したので、

監査委員の意見をつけて報告するものでござ

います。 

 報告第６号 社会福祉法人内灘町福祉会の

経営状況について、報告第７号 社会福祉法

人内灘町社会福祉協議会の経営状況について、

以上２件につきましては、地方自治法第243

条の３第２項の規定により、出資法人の経営

状況を説明する書類として、令和４年度にお

けるそれぞれの事業報告及び決算並びに令和

５年度事業計画及び予算を報告するものでご

ざいます。 

 以上、今回提出いたしました議案の提案理

由並びにその概要でございます。 

 何とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご

決議を賜りますようお願いを申し上げまして、

私の説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【七田満男君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○散   会 

○議長【七田満男君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日６日は、議案調査

のため休会にいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、明日６日は休会とすることに決

定いたしました。 

 次回の本会議は７日午前10時から開き、提

出議案に対する質疑、委員会付託並びに町政

に対する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時30分散会 

 


